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平成 １９ 年第１回まんのう町議会定例会会議録（第３号） 

平成１９年３月２６日    開 議  午前９時３０分

日程第１

議  長

川原議員

 おはようございます。ただいまの出席議員は２１名であります。定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。

 日程第１ 本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告を願います。

 議会運営委員長、川原茂行君。

 おはようございます。議会運営委員会のご報告を申し上げます。

 ３月２２日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、町長、助役、総務課長、議長同席の下に、議会運営委員会の委

員が全員出席いたしまして、慎重に審議をいたしました。そのご報告を申し上げます。

はじめに、円滑な議会運営のため、委員長報告に対する質疑については、審査、調査の経過と結果に対する疑義に限られており、

付託案件の内容に疑義があっても、委員長報告に対する質疑の対象になりませんので、ご理解をいただきたいと思います。

次に議事日程でありますが、お手元に配布されております議事日程３号についてご説明を申し上げます。

日程第２ 会議録署名議員の指名

 日程第３ 付託案件の委員長報告 総務常任委員長

日程第４ 付託案件の委員長報告 教育民生常任委員長

 日程第５ 付託案件の委員長報告 建設経済常任委員長

 日程第６  議案第１号 まんのう町安全で安心なまちづくり条例の制定について        

 日程第７  議案第２号 まんのう町商品券条例の制定について                

 日程第８  議案第３号 まんのう町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の制定について  

 日程第９ 議案第５号 まんのう町分担金徴収条例の一部改正について            

 日程第 10 議案第６号 まんのう町中小企業融資条例の一部改正について           
 日程第 11 議案第７号 まんのう町特別会計条例の一部改正について             
 日程第 12 議案第８号 政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について
日程第 13 議案第９号 まんのう町副町長定数条例の制定について              
日程第 14 議案第 10号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
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川原議員 日程第 15 議案第 11号 まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例の制定について

日程第 16 議案第 12号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例の制定について        

 日程第 17 議案第 13号 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の設置及び管理に関する条例の制定について

 日程第 18 議案第 14号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例の制定について

 日程第 19 議案第 15号 まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定について

 日程第 20 議案第 16号 まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の制定について     

 日程第 21 議案第 17号 まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定について       

 日程第 22 議案第 18号 まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第 23 議案第 19号 まんのう町集会場の設置及び管理に関する条例の制定について   
日程第 24 議案第 20号 まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の制定について     
日程第 25 議案第 21号 まんのう町仲南道の駅交流センターの設置及び管理に関する条例の制定について     
日程第 26 議案第 22号 まんのう町仲南特産品センターの設置及び管理に関する条例の制定について     
日程第 27 議案第 23号 まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定について     

 日程第 28 議案第 24号 まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例の制定について
日程第 29 議案第 25号 まんのう町塩入ふるさと研修館の設置及び管理に関する条例の制定について

 日程第 30 議案第 26号 まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例の制定について
 日程第 31 議案第 27号 まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例の制定について 
 日程第 32 議案第 28号 まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例の制定について     
 日程第 33 議案第 29号 まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例の制定について     
日程第 34 議案第 30号 まんのう町琴南地区特定施設に関する基金条例の制定について     
日程第 35 議案第 31号 まんのう町仲南地区特定施設に関する基金条例の制定について     
日程第 36 議案第 39号 字の区域の変更について                      
日程第 37 議案第 41号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）     
日程第 38 議案第 42号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）              
日程第 39 議案第 43号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）          
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川原議員

議  長

日程第 40 議案第 44号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）  
日程第 41 議案第 45号 平成１９年度まんのう町一般会計（案）               

 日程第 42 議案第 46号 平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）       
日程第 43 議案第 47号 平成１９年度まんのう町老人保健特別会計予算（案）         
日程第 44 議案第 48号 平成１９年度まんのう町介護保険特別会計予算（案）         
日程第 45 議案第 49号 平成１９年度まんのう町診療所特別会計予算（案）          
日程第 46 議案第 50号 平成１９年度まんのう町簡易水道特別会計予算（案）            
日程第 47 議案第 51号 平成１９年度まんのう町下水道特別会計予算（案）             
日程第 48 議案第 52号 平成１９年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）          
日程第 49 議案第 53号 平成１９年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）       
日程第 50 議案第 54号 平成１９年度まんのう町水道事業会計予算（案）              
日程第 51 議案第 56号 平成１８年度まんのう町一般会計補正予算（案）           即決 
日程第 52 議案第 57号 中熊下営農飲雑用水施設の指定管理者の指定について         即決
日程第 53 議案第 58号 まんのう町都市公園条例の一部改正について             即決
日程第 54 議案第 59号 まんのう町総合計画審議会条例の一部改正について          即決
日程第 55 議案第 60号 まんのう町仲南老人福祉センター条例の一部改正について       即決

議案第５９号、議案第６０号は関連がありますので、一括議題とさせていただきます。

日程第 56 発議第１号 まんのう町議会委員会条例の一部改正について            即決       

日程第 57 発議第２号  まんのう町議会会議規則の一部改正について             即決
発議第１号、発議第２号は関連がありますので、一括議題とさせていただきます。

日程第 58 閉会中の継続調査について                            即決でお願いします。
以上の日程で意見の一致をみ、午前１０時１０分、委員会を閉会いたしました。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

議会運営委員会の報告を終わります。

議会運営委員長の報告に対する質疑はありませんか。
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日程第２

日程第３

議  長

谷森議員

議  長

川原議員

議  長

三好議員

（「なし。」）

 質疑なしと認めます。

 谷森哲雄君。

 委員長報告についての質疑のことで、何か朗読あったかと思いますが、その点もう１度、その部分の朗読をお願いいたします。

 川原茂行君。

 答弁というより朗読をしてくれというご意見でございますので、ただいま言いましたのを再度朗読させていただきます。

 円滑な議会運営のため、委員長報告に対する質疑については、審査、調査の経過と結果に対する疑義に限られており、付託案件

の内容に疑義があっても、委員長報告に対する質疑の対象になりませんので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。

 他に質疑はありませんか。

（「なし。」）

 質疑なしと認めます。

 これをもって質疑を終了いたします。

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、

   ５番、白川皆男君

   ６番、橋田忍君

を指名いたします。

 日程第３ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。総務常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。

 総務常任委員長、三好勝利君。

 三好勝利君。

 おはようございます。総務委員会の委員長報告を申し上げます。さる３月１９日午前９時３０分より第１委員会室におきまして、

委員全員と教育民生常任委員長、建設経済常任委員長、議長同席し、執行部より町長、助役、総務課長、企画情報課長、まちづく

り政策課長、税務課長、琴南支所長、仲南支所長出席のもと、総務常任委員会を開催いたしました。３月定例会本議会におきまし

て、総務常任委員会に付託されました案件は議案第１号、議案第３号、議案第７号から議案第３１号及び議案第４５号の２８議案

であります。始めに、議案第４５号 平成１９年度のまんのう町一般会計予算（案）につきまして、教育民生常任委員長、建設経
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三好議員 済常任委員長より、各委員会での質疑等について報告がありました。その後、本定例会に引き続き、執行部より詳細説明を受け、

各委員より活発な質疑があり、慎重に審査を行い、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定によりその結果を報告

いたします。

議案第１号 まんのう町安全で安心なまちづくり条例の制定について                 全会一致で可決

 議案第３号 まんのう町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の制定について           全会一致で可決

 議案第７号 まんのう町特別会計条例の一部改正について                      全会一致で可決

 議案第８号 政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について   全会一致で可決

議案第９号 まんのう町副町長定数条例の制定について                       全会一致で可決

議案第 10号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 全会一致で可決
議案第 11号 まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例の制定について           全会一致で可決

議案第 12号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例の制定について       全会一致で可決 
 議案第 13号 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の設置及び管理に関する条例の制定について        全会一致で可決
 議案第 14号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例の制定について    全会一致で可決
 議案第 15号 まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定について         全会一致で可決
 議案第 16号 まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の制定について        全会一致で可決
 議案第 17号 まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定について    全会一致で可決
 議案第 18号 まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例の制定について     全会一致で可決
議案第 19号 まんのう町集会場の設置及び管理に関する条例の制定について              全会一致で可決
議案第 20号 まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の制定について     全会一致で可決

議案第 21号 まんのう町仲南道の駅交流センターの設置及び管理に関する条例の制定について     全会一致で可決

議案第 22号 まんのう町仲南特産品センターの設置及び管理に関する条例の制定について     全会一致で可決

議案第 23号 まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定について     全会一致で可決

 議案第 24号 まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例の制定について        全会一致で可決
議案第 25号 まんのう町塩入ふるさと研修館の設置及び管理に関する条例の制定について        全会一致で可決

 議案第 26号 まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例の制定について       全会一致で可決
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三好議員

議  長

谷森議員

議  長

三好議員

議  長

本 屋 敷

議  員

議  長

 議案第 27号 まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例の制定について 全会一致で可決

 議案第 28号 まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例の制定について     全会一致で可決

 議案第 29号 まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例の制定について     全会一致で可決

議案第 30号 まんのう町琴南地区特定施設に関する基金条例の制定について     全会一致で可決

議案第 31号 まんのう町仲南地区特定施設に関する基金条例の制定について     全会一致で可決

議案第 45号 平成１９年度まんのう町一般会計予算（案）について         全会一致で可決

以上が、付託案件審査の報告です。また閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。

以上で総務常任委員会の委員長報告を終わります。

 これをもって、総務常任委員会の付託案件に対する委員長報告を終わります。

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

谷森哲雄君。

非常にこう、タイトルのみのでありましたので、やはり一般会計の中で、いわゆる委員会の審議、質疑の中で、いわゆる中核生

きがい施設ついて、どういうようなご意見とか議論があったか、その点だけお尋ねいたします。

三好勝利君。

谷森議員さんの質問に対して、お答えは先ほど議運の委員長が申されたように、あまり内容についてはしなくてよろしいという

ことでありますので、今の概要といたしまして、まだまだ検討委員会の段階でありまして、設計委託料としてお手元に配布の予算

にあると思いますけど、委託料として２００万、それだけで後の審議はまだ経過中でございますので、申し上げるわけにはいきま

せん。以上です。

 本屋敷崇君。

 本会議初日におきまして、議案第１１号から議案第３１号を付託するにあたり、各議員の方からですね、いろいろな質疑があっ

たと思われます。暫定施行であるものを本施行にするにおいて、各旧３町で、均一でなかったものを均一にしてからのほうが、条

例とするにはよろしいのではないかとか、そういう質疑があったと思いますが、そういうのが委員会内でどのように取り扱われた

かというのをちょっと教えていただきたいと思います。

 三好勝利君。
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三好議員

議  長

藤田議員

議  長

三好議員

議  長

谷森議員

議  長

 本屋敷議員さんの質問にお答えします。

 いろいろ複雑だというようなご意見ですけど、とりあえず一応、旧町から新町にかけての条例を大まか引継ぎ、その中でまた不

備な点があれば、今後また精査し、見直していくという意見でありますので、今日ご報告いたしましたように、全会一致可決とい

うのはそういうようにご理解いただきたいと思います。以上で終わります。

藤田昌大君。 

たいへん多くの暫定施行のですね、条例を審議していただいてですね、たいへん感謝しておりますが、若干ですね、この部分の

議案２８、２９号のこの分の大きな、たぶん制定だろうと思いまして、その中にいろいろ細かい部分がありますけれど、それらに

ついてなされたかなされてないかだけで結構でございますので、たとえば出資について、議案２８号の出資については、誰がどの

ように決定するのであるかとかですね、２９号の指定管理者の評価をするということが条例に書かれているわけですね。それらに

ついてはどういう、議論がなされたのであればちょっと報告願いたいし、なければ結構ですから、そういった部分でですね、ちょ

っとその２点だけ、委員長の回答をもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。

 三好勝利君。

 藤田議員さんの質問にお答えします。たしか２８号、２９号だったと思いますけど、別に執行部の説明だけで、大きな質疑もな

く、全会一致ということでご理解いただきましたので、報告しときます。

 他に質疑はありませんか。

 谷森哲雄君。

 私はあの、いわゆるさっきの議運の委員長の報告、そしてまた委員長の報告ですが、いわゆる第何号議案という、このタイトル

いうんですか、これだけ読み上げて全会一致可決というような、こういうような報告について私は、かなり疑義を持っております

ので、今後また議長お願いしときますが、全員協議会とかその場でやはり委員長報告についてのいわゆる一定の内容いうんですか、

これは報告する責務いうんですか、これは義務がまんのう町議会にあるのではないかと、私はこういう考えでおりますので、その

点、議長、お取り計らいいただきたいと思うんですが、議長の見解をお願いいたします。

 谷森議員さんのご意見にお答えします。

 その件については委員長報告に該当しないと私は解釈します。そのようなことで、今後また全協なり、また谷森議員の意見を尊

重しながら、議運なりまた全協なりでご相談したらと思います。よろしくお願いします。

 大西豊君。
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大西 豊

議  員

議  長

三好議員

議  長

大西 豊

議  員

議  長

三好議員

議  長

大西議員

 平成１９年度の予算の中で、当初、初日の日に委員長報告で、不能欠損額５，６００万うんぬん出ましたけど、１９年度予算の

中で、そういうことが委員会において意見があったかないか、もしあったんであればどういうふうな形で意見があったかご報告い

ただきたいと思います。

 委員会ですな。三好勝利君。

 １７番、大西議員の質問に答えます。

 先ほど議長が報告されましたように、不能額５，６００万というのも、前回説明しましたように仲南地区のお祭り広場というの

が十数年前からできておりますけど、あそこの固定資産の未納分で、これも会社が倒産してなおかつ担当が掛け合いに行っておっ

たんですけど、十分でないと。で、破産宣告して国の機関に渡っておると。国の機関もそろそろ競売を開始するということで、こ

の３月３１日をもってあくまでも予定ですけど未納になると。ということは、おそらくもう決定やとご理解いただきたいと思いま

す。その金額ですので、一般住民税とか他の税金とかと内容が違いますので、全般については前回の１２月の定例で報告したよう

に、これは先ほどの議運の委員長の報告にちょっと当てはまらんのですけど、内部についてほんとはこれ執行部の報告になるんで

すが、そのへんは議案書内または説明書を読めばすでに理解いただけると思いますので、そういうのは今後控えていただきたいと

思います。以上です。

 大西豊君。

 私は、委員会でそういう議論があったかないかいうことをお聞きしとんで、具体的に細かくは構いません。１９年度予算を審議

する中において、委員会において、そういう議論がなされたかどうか、委員の中からなされたかどうかということを聞いとります

ので。

 三好勝利君。

 再度お答えします。

 これは、言うたら失礼ですけど、常識の範囲内の質問だと思いますので、そのへんは議員さん各位自分で十分理解していただい

て、こういう質疑はなっておりません。やっても無駄な質疑はやっておりません。こういうのは結局、町の判断でうんぬんという

問題ではございませんので、そのへんは十分説明書なり何なりもって、議員の一員なら、それ以外のことは十分理解していただき

たいと思います。以上です。

 大西豊君。

 先ほどの議運の委員長が言うたんは、そういう申し合わせでないと思うんです。基本的には自分が賛成とか反対でなしに、どう
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日程第４

大西 豊

議  員

議  長

三好議員

議  長

白川議員

議  長

藤田議員

いう過程があったかということを聞いとんで、委員長の個人的な見解は聞いておりませんので、やはり議会は言論の府であります。

やはり、聞きたいことは、その議題に上ったか上らんかいうことを聞いとんであって、やはり先の議運の委員長が言われたように、

やはり原点は、議会は言論の府でありますので、議会の委員会においてどういうように話されたかいうその過程をお聞きしとりま

すので、委員長の個人的な判断は聞いとりませんので、私は委員長を批判とかしとりません。そういう、どういう内容だったかと

いうことが知りたいいうことです。よろしくお願いします。

 三好勝利君。

 再度同じ質問に対してお答えします。

 そういう審議は出ましたけど、意見の一致として私が申し上げましたのが理由でありまして、私の個人の見解ではなく、総務委

員の見解として言っとんで、そのへん誤解ないように、５，６００万のは不能額で仕方ないということで、全会一致をみておりま

す。以上です。

 他に質疑はございませんか。

（「なし。」）

 質疑なしと認めます。これをもって、

 白川年男君。

 商品券の件ですけど、

 これをもって質疑を終了いたします。

 日程第４ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

 教育民生常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。

 教育民生常任委員長、藤田昌大君。

 藤田昌大君。

 教育民生常任委員会の委員長報告を行いたいと思います。

 教育民生常任委員会については、さる３月１３日午後１時３０分より第１委員会室におきまして、委員全員と執行部より町長、

助役、教育長、総務課長、住民課長、環境保全課長、福祉保健課長、包括支援センター室長、健康増進室長、教育次長、教育課長、

水道課長、琴南支所長の出席のもとに１７時１５分まで第１日目を開催しました。

 また３月１４日、午前９時３０分より第１委員会室におきまして、委員全員と執行部より町長、助役、教育長、総務課長、住民
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藤田議員 課長、環境保全課長、福祉保健課長、包括支援センター室長、健康増進室長、水道課長、琴南支所長出席のもとに教育民生常任委

員会を開催いたしました。３月定例会本会議におきまして、当委員会に出された案件は議案第４１号から４４号まで、議案第４６

号から５４号までの１３議案でありました。本会議に引き続き、執行部より詳細な説明があり、各案件につき委員の活発な質疑が

あり、慎重に審査いたしました。また、平成１９年度一般会計予算案の教育民生常任委員会関係部分についてを質疑いたしました。

なお付託されました案件には次のとおりでありましたので、会議規則第７７条の規則により、その結果を報告いたします。そして

またその前段で、総務委員会での報告の事項を申し上げたいと思います。教育委員会の中で、各種団体への補助金制度についての

検討しているが、活動内容に応じた見直しが必要である。そしてまた、公民館の図書検索ソフト導入については、ソフト機能等予

算執行時に十分検討する必要があるとの意見が出されました。また、同和教育関係の負担金補助金については質疑があり、執行部

からは大きく人権教育としての内容であるとの説明がありました。福祉関係について、社会福祉協議会の補助金の在り方、そして

また委員から特別会計の出資について監査方法、事業の内容について質疑を行い、回答をいただきました。

教育民生常任委員会関係の一般予算については、委員より質疑がなされましたが、執行部より説明について質疑した委員も理解

し、了解したものと思い、総務委員会に報告をいたしました。

以上で、教育民生常任委員会の一般会計の部分を終わります。

続きまして、付託案件の審議でありますけれども、

議案第４１号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）については、予算の組み換えであるということで、

全会一致で可決。     

議案第４２号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）についても、予算の組み換えであるということで、全

会一致で可決。     

議案第４３号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）について、年度末清算によるものであるということで、

全会一致で可決であります。          

議案第４４号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）について、特別会計としては問題があるが、

今後の課題としてやっていきたいということで、今後の課題として全会一致で可決であります。

議案第４６号 平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）について、今年度、高額医療を考慮し、新制度による

ものであるとの説明を受け、保険料の引き下げとかさまざまな事業について、支出は努力しているが効果は未知数であるので、今

後とも努力していただきたいとのことがあります。全会一致でその質疑を除き、全会一致で可決であります。       
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藤田議員

議  長

議案第４７号 平成１９年度まんのう町老人保健特別会計予算（案）について、特会としては最終の年度であり、新制度に向け

て１９年度も拠出金として継続しているとのことであります。審査の結果、全会一致で可決であります。

議案第４８号 平成１９年度まんのう町介護保険特別会計予算（案）について、自己負担増、ケアマネージャーの問題、介護保

険料、在宅介護のあり方について質疑を行いました。なお、基準額については、本会議で質疑がありましたのでお答えしますが、

琴南地区が３，４４２円から４，３７５円になりました。仲南地区は３，３００円から４，３７５円であります。満濃地区のみ４，

７１０円から４，３７５円に下がりました。次回の改定は、皆さんもご存知のとおり３年毎の見直しであります。平成２０年度で

あることを報告しておきます。以上、質疑の結果、全会一致で可決であります。         

議案第４９号 平成１９年度まんのう町診療所特別会計予算（案）について、電子カルテの導入、中央病院とのネットワーク等

で、今後の診療体制をネットワークしていきたいとの質疑があり、質疑討論を行い、その結果全会一致で可決であります。

議案第５０号 平成１９年度まんのう町簡易水道特別会計予算（案）について、雷保険とかパンフの作成、未収金の回収につい

て質疑を行い、全会一致で可決であります。

議案第５１号 平成１９年度まんのう町下水道特別会計予算（案）について、加入率の向上を図りながら、予算改善をしていっ

ていただきたいということで、全会一致で可決であります。             

議案第５２号 平成１９年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）について、全会一致で可決であります。

議案第５３号 平成１９年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）について、昨年度に引き続き、非常に問題のあ

る特別会計ではないかということで、予算である５０基を目途に推進事業を行っていただきたい。推移を見ながら今後の特会につ

いての予算については、検討も必要であるとの意見も出され、全会一致で可決をいたしました。       

議案第５４号 平成１９年度まんのう町水道事業会計予算（案）について、未給水地区の解消、自己水源の確保、それぞれ老朽

管の修繕等いろんな会計を含めながら、一般会計については、もとい老朽管の更新についての質疑を行い、全会一致で可決をいた

しました。

以上、付託案件の審査報告であります。また、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を終了いたします。

以上で、教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。以上であります。

これをもって、教育民生常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。
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日程第５

議  長

谷森議員

議  長

藤田議員

議  長

 谷森哲雄君。

議案第５３号 平成１９年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）、この分についての委員長の報告の中で、若干

の問題があると、こういうような指摘があったんですが、その問題点というのはどういうことが問題であったのかお尋ねいたしま

す。

藤田昌大君。

えー、特会の性質は、皆さんご存知だろうと思いますので、あえて申しませんけれど、１８年度の予算でですね、１００基の部

分が２７基になりました。４分の１という編成の中でですね、補正予算で減額予算を組んでおります。そういった部分があって、

この特別会計についてはですね、いかがなものかなあと思いながら、性質上やっていかなければ仕方ないという部分があります。

そういった部分で教育民生常任委員会でも、９月補正の時にも議論しましたし、３月補正についても議論いたしました。そして、

その中でですね、５３号については１９年度の特別会計を組む時に、５０基の予算を計上しております。しかしながらこの地域全

体を考えますと、後５０基いうのがですね、果たして可能か可能でないかという部分についてですね、非常に議員全員が異議を感

じておりますけれども、仲南地区がもっておりました特別会計の中で、やむをえないだろうということでですね、ここ２、３年の

推移を見たいという環境保全課長の回答を得ました。そして、全体的な浄化槽排水事業の問題についてはですね、それぞれ町民負

担も関わってきますし、今後の維持費についてもいろいろ議論を重ねていかなければならないものであります。そういった部分で

ですね、０にするのはちょっと疑義がありますので、一応当初予算として、目標として、担当課長のほうからこういった方向でい

きたいということがありましたので、議会としては当然、それに環境保全問題でありますので、当然やっていっていただきたいと、

ただせめて半数ぐらいはですね、設置ができるだろうなあという希望的な憶測でですね、この特別会計を承認させていただきまし

た。ただ、教育民生から建設経済常任委員会に移りますので、その時についてはですね、建設経済常任委員会の方も、ぜひそれら

を見直してですね、仲南地区の特性、そしてまた浄化槽特会の必要性も見ながらですね、住民の公平な負担になるよう努力してい

ただきたい、そういう部分でですね、全会一致で可決をみましたので、議員の皆さんとですね、ご了解をいただきたいと、そうい

うように思っておりますので、よろしくお願いします。以上であります。

他に質疑はありませんか。

（「なし。」）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第５ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。
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議  長

高尾議員

議  長

白川年男

議  員

 建設経済常任委員会の付託案件について委員長の報告を求めます。

建設経済常任委員長、高尾幸男君。

建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。さる３月１５日午後１時３０分より、第１委員会室におきまして、委員全員

と議長同席し、執行部より町長、助役、総務課長、産業経済課長、建設課長、土地改良課長の出席のもと、また３月１６日午後１

時３０分より現地調査、その後第１委員会室におきまして、委員５人と議長同席し、執行部より町長、助役、総務課長、産業経済

課長、建設課長、土地改良課長の出席のもと、建設経済常任委員会を開催いたしました。３月定例会本会議におきまして、当委員

会に付託されました議案は、案件は、議案第２号、議案第５号、議案第６号、議案第３９号の４件であり、本会議に引き続き、執

行部より詳細説明があり、現地調査を行い、質疑応答があり、慎重に審査を行いました。付託された案件につきまして、次のとお

り決定しましたので、会議規則第７７条の規定により、その結果を報告いたします。

議案第２号  まんのう町商品券条例の制定について      全会一致可決

議案第５号  まんのう町分担金徴収条例の一部改正について  全会一致可決

議案第６号  まんのう町中小企業融資条例の一部改正について 全会一致可決

議案第３９号 字の区域の変更について            全会一致可決

以上が、付託案件の審査の報告であります。また平成１９年度 まんのう町一般会計予算（案）の建設経済常任委員会部分につい

て委員会で質疑を行いました。委員より質疑がなされ、執行部の説明により了承したものと思います。なお、各種協議会等の負担

金、業務委託費について、経費の節減を図るため今後検討するよう、また無理無駄のない予算執行をという意見が出まして、総務

委員会へ報告を行いました。また、議会閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会をいたしました。

以上で建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。

 これをもって、建設経済常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

 白川年男君。

 商品券の件ですけど、こないだ一部、話はあっとったんですけど、マルナカなどああいう大手の商品券を発行して、それをどこ

で使ってもいいもんか、商工会に入っとる事業所、そういうんに限られるもんか、そのへんは議論されたもんかどういう結果にな

ったか、そのへんの詳細をお聞かせ願えたらと思います。
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日程第６

日程第７

議  長

高尾議員

議  長

白川議員

議  長

高尾議員

議  長

 高尾幸男君。

 白川議員のお答えをいたします。

 今言われましたとおり、議論は十分ございました。そしてまた小売業に対してほんとに不利なもんか有利なものかというような

議論までありましたけれども、大型店舗等にも仕方ないだろうというような結論にはなったと思います。そういったことで議論は

十分行われまして、全員一致ということでお願いします。

 他に質疑はありませんか。

 白川年男君。

 この条例を見ると、第８条ですか、あの、指定店の登録受けたものは、商品などの対価として商品券を受け取った時は、商工会

を経由して町長に換金の申し出を行うと。指定店の登録、このへんはたとえばああいう大型店は登録を受けとるわけ、これに関係

するもんかどうか、そのへんちょっと説明してほしい。

 高尾幸男君。

 ただいまの白川議員の質問ですけれど、先ほど議運の委員長から話ありましたように、内容についての説明についての答えはで

きませんので、お断りいたします。以上です。

 これをもって質疑を終了いたします。

 日程第６ 議案第１号 まんのう町安全で安心なまちづくり条例の制定についての件を議題といたします。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第１号 まんのう町安全で安心なまちづくり条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第７ 議案第２号 まんのう町商品券条例の制定についての件を議題といたします。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。
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日程第８

日程第９

議  長

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第２号 まんのう町商品券条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第８ 議案第３号 まんのう町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の制定についての件を議題といたします。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第３号 まんのう町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第９ 議案第５号 まんのう町分担金徴収条例の一部改正についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第５号 まんのう町分担金徴収条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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日程第 10 

日程第 11 

日程第 12 

議  長  日程第１０ 議案第６号 まんのう町中小企業融資条例の一部改正についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第６号 まんのう町中小企業融資条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第１１ 議案第７号 まんのう町特別会計条例の一部改正についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第７号 まんのう町特別会計条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第１２ 議案第８号 政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についての件を議題

といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第８号 政治倫理の確立のためのまんのう町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についての件を採決いた

します。
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日程第 13 

日程第 14 

日程第 15 

議  長  本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第１３ 議案第９号 まんのう町副町長定数条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第９号 まんのう町副町長定数条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。              

日程第１４ 議案第１０号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての件

を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第１０号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての件を採

決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第１５ 議案第１１号 まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたします。
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日程第 16 

日程第 17 

議  長 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１１号 まんのう町エピアみかどの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。              

日程第１６ 議案第１２号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といた

します。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１２号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。             

日程第１７ 議案第１３号 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１３号 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。
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日程第 18 

日程第 19 

日程第 20 

議  長  本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第１８ 議案第１４号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題

といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１４号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いた

します。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第１９ 議案第１５号 まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたしま

す。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１５号 まんのう町大川山キャンプ場の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２０ 議案第１６号 まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたし
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日程第 21 

日程第 22 

議  長 ます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１６号 まんのう町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２１ 議案第１７号 まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題

といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１７号 まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いた

します。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２２ 議案第１８号 まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題と

いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
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日程第 23 

日程第 24 

議  長 これより議案第１８号 まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたし

ます。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２３ 議案第１９号 まんのう町集会場の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１９号 まんのう町集会場の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

 日程第２４ 議案第２０号 まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたしま

す。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２０号 まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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日程第 25 

日程第 26 

日程第 27 

議  長 日程第２５ 議案第２１号 まんのう町仲南道の駅交流センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題とい

たします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２１号 まんのう町仲南道の駅交流センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたしま

す。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２６ 議案第２２号 まんのう町仲南特産品センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２２号 まんのう町仲南特産品センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２７ 議案第２３号 まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といた

します。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）



23

日程第 28 

日程第 29 

議  長

議  長

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２３号 まんのう町塩入ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

議場の時計で１０時５５分まで休憩いたします。                         休憩 １０時４５分

会議を再開いたします。                                    再開 １０時５５分

日程第２８ 議案第２４号 まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２４号 まんのう町塩入ふれあいロッジの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第２９ 議案第２５号 まんのう町塩入ふるさと研修館の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２５号 まんのう町塩入ふるさと研修館の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。
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日程第 30 

日程第 31 

日程第 32 

議  長  本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３０ 議案第２６号 まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたしま

す。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２６号 まんのう町塩入健康センターの設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３１ 議案第２７号 まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２７号 まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３２ 議案第２８号 まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。



25

日程第 33 

日程第 34 

議  長

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２８号 まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第 3３ 議案第２９号 まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例の制定についての件を議題といたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第２９号 まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３４ 議案第３０号 まんのう町琴南地区特定施設に関する基金条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第３０号 まんのう町琴南地区特定施設に関する基金条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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日程第 35 

日程第 36 

日程第 37 

議  長 日程第３５ 議案第３１号 まんのう町仲南地区特定施設に関する基金条例の制定についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第３１号 まんのう町仲南地区特定施設に関する基金条例の制定についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３６ 議案第３９号 字の区域の変更についての件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第３９号 字の区域の変更についての件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３７ 議案第４１号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４１号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
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日程第 38 

日程第 39 

日程第 40 

議  長

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３８ 議案第４２号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４２号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計補正予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３９ 議案第４３号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４３号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４０ 議案第４４号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４４号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（案）の件を採決いたします。
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日程第 41 

日程第 42 

議  長

白川（美）

議  員

議  長

三好議員

議  長

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４１ 議案第４５号 平成１９年度まんのう町一般会計（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

白川美智子君。

補正予算の中に、一般会計の予算についてですが、民生費、また教育費の中に含まれておる補助金、負担金が、交付金が含まれ

ております。同和対策が含まれておる中で、この同和対策は平成１４年に一般対策に移行しております。よって、この補正予算に

ついては反対であります。以上です。

三好勝利君。

先ほどの報告のとおり、委員会において教育民生常任委員長からの報告があり、同和教育予算については大きく人権教育として

の内容でありますので、予算については賛成であります。以上です。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４５号 平成１９年度まんのう町一般会計（案）の件を起立により採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４２ 議案第４６号 平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４６号 平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
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日程第 43 

日程第 44 

日程第 45 

議  長

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４３ 議案第４７号 平成１９年度まんのう町老人保健特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４７号 平成１９年度まんのう町老人保健特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４４ 議案第４８号 平成１９年度まんのう町介護保険特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４８号 平成１９年度まんのう町介護保険特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４５ 議案第４９号 平成１９年度まんのう町診療所特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第４９号 平成１９年度まんのう町診療所特別会計予算（案）の件を採決いたします。
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日程第 46 

日程第 47 

日程第 48 

議  長  本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４６ 議案第５０号 平成１９年度まんのう町簡易水道特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第５０号 平成１９年度まんのう町簡易水道特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４７ 議案第５１号 平成１９年度まんのう町下水道特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第５１号 平成１９年度まんのう町下水道特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４８ 議案第５２号 平成１９年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）
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日程第 49 

日程第 50 

日程第 51 

議  長  討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第５２号 平成１９年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４９ 議案第５３号 平成１９年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第５３号 平成１９年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５０ 議案第５４号 平成１９年度まんのう町水道事業会計予算（案）の件を議題といたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

これより議案第５４号 平成１９年度まんのう町水道事業会計予算（案）の件を採決いたします。

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５１ 議案第５６号 平成１８年度まんのう町一般会計補正予算（案）の件を議題といたします。
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日程第 52 

議  長

町  長

議  長

提出者から提案理由の説明を求めます。

町長、栗田隆義君。

ただいま上程されました議案第５６号 平成１８年度まんのう町一般会計補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。

１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，２４２万９千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞ

れ１１６億２，８１２万６千円とするものであります。歳入では繰越金を、歳出では公債費の支出であります。また、繰越明許費

の補正を行っております。これにつきましては、３月１６日に、林道笠形線開設事業におきまして、のり面の崩壊が発生したこと

により、年度内の事業完了が不可能となったため、翌年度に繰り越すものであります。

ご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし。」）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５６号は、会議規則第３９条第２項の規定により委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって議案第５６号は、委員会の付託を省略することに決定しました。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第５６号 平成１８年度まんのう町一般会計補正予算（案）の件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５２ 議案第５７号 中熊下営農飲雑用水施設の指定管理者の指定についての件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。
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日程第 53 

議  長

町  長

議  長

町  長

町長、栗田隆義君。

ただいま上程されました議案第５７号 中熊下営農飲雑用水施設の指定管理者の指定についての件をご説明申し上げます。

まんのう町飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の規定による中熊下営農飲雑用水施設の管理を指定管理者に行わせるた

め、その指定を行うものであります。指定につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を賜る

ものであります。中熊下営農飲雑用水施設の指定管理者は、中熊下水道組合とし、指定の期間は平成１９年４月１日から、平成２

９年３月３１日の１０年間であります。よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし。」）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５７号は、会議規則第３９条第２項の規定により委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって議案第５７号は、委員会の付託を省略することに決定しました。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第５７号 中熊下営農飲雑用水施設の指定管理者の指定についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５３ 議案第５８号 まんのう町都市公園条例の一部改正についての件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

町長、栗田隆義君。

ただいま上程されました議案第５８号 まんのう町都市公園条例の一部改正についてご説明申し上げます。高屋原地区におきま
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日程第 54 
日程第 55 

町  長

議  長

して建設中の総合公園は、４月に一部開園を行う予定であり、総合公園の名称募集を行いましたところ４１通の応募の中から、「か

りんの丘公園」に決定しました。これにより条例第２条の名称を総合公園からかりんの丘に改めるものであります。また、第７条

の利用規定を改めるものであります。

 ご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし。」）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５８号は、会議規則第３９条第２項の規定により委員会付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって議案第５８号は、委員会の付託を省略することに決定しました。

 これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし。」）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第５８号 まんのう町都市公園条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５４ 議案第５９号 まんのう町総合計画審議会条例の一部改正について          

日程第５５ 議案第６０号 まんのう町仲南老人福祉センター条例の一部改正について       

以上、議案第５９号、議案第６０号の２議案を会議規則第３７条により一括議題とさせていただきたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって議案第５９号、議案第６０号の２議案を一括議題といたします。
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議  長

町  長

議  長

本 屋 敷

議  員

議  長

総務課長

議  長

 提出者から提案理由の説明を求めます。

 町長、栗田隆義君。

 ただいま上程されました議案第５９号 まんのう町総合計画審議会条例の一部改正について、議案第６０号 まんのう町仲南老

人福祉センター条例の一部改正についてをご説明申し上げます。

 ３月定例会初日にご提案申し上げ、ご決定いただきましたまんのう町課設置条例の一部改正に伴いまして、議案第５９号は企画

情報課を企画政策課に、議案第６０号は福祉保健課を仲南支所にそれぞれ変更するものであります。

 ご審議のうえご決定賜りますようお願い申し上げます。

 これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより議案第５９号、議案第６０号の２議案に対しての質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

 本屋敷崇君。

 議案第５９号は分かるんですが、議案第６０号が福祉保健から仲南支所へ移行しておりますが、名称変更ではなくですね、仲南

支所へ移った理由をお聞かせいただいたらと思います。

 総務課長、栗田義郎君。

 それでは本屋敷議員さんのご質問にお答えしたいと思います。

 この老人福祉センターにつきましては、仲南の公民館の中にこのセンターがございます。どちらが一番管理がしやすいかという

ことでございまして、仲南支所のほうでその施設管理をさすというものでございますので、よろしくお願い申し上げます。

 他に質疑はありませんか。

（「なし。」）

 これをもって質疑を終了いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま議題となっております議案第５９号、議案第６０号の２議案は会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって議案第５９号、議案第６０号の２議案は委員会の付託を省略することに決しました。
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日程第 56 
日程第 57 

議  長

川原議員

 これより議案第５９号 まんのう町総合計画審議会条例の一部改正についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第５９号 まんのう町総合計画審議会条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

これより議案第６０号 まんのう町仲南老人福祉センター条例の一部改正についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより議案第６０号 まんのう町仲南老人福祉センター条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５６ 発議第１号 まんのう町議会委員会条例の一部改正について                       

日程第５７ 発議第２号 まんのう町議会会議規則の一部改正について

以上、発議第１号、発議第２号の２議案を会議規則第３７条により一括議題といたしたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって発議第１号、発議第２号の２議案を一括議題といたします。

 提出者から提案理由の説明を求めます。

川原茂行君。

発議第１号、発議第２号の提案説明をさせていただきます。ただいま議題となっております発議第１号 まんのう町議会委員会
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川原議員

議  長

条例の一部改正について、日程第５７ 発議第２号 まんのう町議会会議規則の一部改正についての提案理由を私が代表して説明

申し上げます。

この議案は地方自治法の改正により、議長の権限強化、委員会の議案提出権など、議会制度が充実されたこと、課設置条例が改

正されたこと及び委員会所管の見直しによるものであります。委員会条例第２条の改正部分は、課設置条例の改正及び委員会所管

の見直しによる改正であります。また委員会条例の他の改正部分及び会議規則の改正部分は、地方自治法の改正によるものであり

ます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより発議第１号及び発議第２号の２議案に対しての質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし。」）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております発議第１号、発議第２号の２議案は会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。よって発議第１号、発議第２号の２議案は委員会の付託を省略することに決定しました。

これより発議第１号 まんのう町議会委員会条例の一部改正についての討論に入ります。

 討論はありませんか。

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより発議第１号 まんのう町議会委員会条例の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

これより発議第２号 まんのう町議会会議規則の一部改正についての討論に入ります。

 討論はありませんか。
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日程第 58 

議  長

（「なし。」）

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。

 これより発議第２号 まんのう町議会会議規則の一部改正についての件を採決いたします。

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「なし。」）

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５８ 閉会中の継続審査についての件を議題といたします。

本件は総務常任委員会、教育民生常任委員会及び建設経済常任委員会において、当該所管事務調査のための閉会中の継続調査、

並びに議会運営委員会においての議会運営を効率的かつ円滑に行うための閉会中の継続審査について、それぞれ委員長より申し出

があります。

お諮りします。

各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続審査をすることにご異議ありませんか。

（「なし。」）

異議なしと認めます。

各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続審査をすることに決定いたしました。

以上をもって、本定例会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。

これにて平成１９年第１回まんのう町議会定例会を閉会いたします。            

                                         閉  会  １１時４０分
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地方自治法第１２３条第３項の規定により署名する。

         平成１９年３月２６日
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